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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年９月６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２４年５月１０日（木） １３時００分ごろ以降における錨泊

開始後～１１日（金） １１時４５分ごろの間） 

発生場所 長崎県五島市黒島漁港 

五島市所在の富江港灯台から真方位１１５°５,５００ｍ付近 

（概位 北緯３２°３６.３′ 東経１２８°４９.９′） 

事故調査の経過  平成２４年５月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート 第二太陽
たいよう

丸、１.１トン 

 ＮＳ３－６０３１６６（漁船登録番号）、個人所有 

 ５.４１ｍ（Lr）×１.９８ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、４４.１０kＷ、平成２年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６４歳        

一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成１７年４月１４日 

  免許証交付日 平成２２年４月７日 

          （平成２７年４月１４日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、五島市崎山漁港の係留地を平成２４年

５月１０日１３時００分ごろ出港した。 

船長は、翌１１日１１時４５分ごろ、黒島漁港内で漂流しているところ

を地元住民によって発見され、海上保安署へ通報された。 

船長は、死亡が確認され、死因は溺水と検案された。 

本船は、船長が発見された付近において、船外機がチルトアップされ、

船首から出したアンカーロープが船外機のプロペラに絡んだ状態で錨泊し

ていた。 

本船は、船長の家族が手配した漁船により五島市富江港にえい
．．

航され

た。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、海水温度 約１９℃ 

 その他の事項 船長は、救命胴衣を着用していなかった。 

船長は、泳ぎは不得意であった。 

船長は、本船で月に約２～３回釣りに出掛け、泊まり掛けになることも
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 あった。 

船長は、本船を約４～５年前に実兄から譲ってもらった。 

船長は、携帯電話を所持していた。 

本船には、衝突痕が認められなかった。 

本船には、釣り道具、片方の靴及び未開封の焼酎の瓶が残されていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与

気象・海象の関与 

判明した事項の解析

不明 

不明 

不明 

 船長の死因は、溺水であった。 

本船は、１０日１３時００分ごろ崎山漁港の係留

地を出港したのち、１１日１１時４５分ごろ黒島漁

港内で漂流している船長が発見され、本船が、付近

で船外機がチルトアップされ、船首から出したアン

カーロープが船外機のプロペラに絡んだ状態で錨泊

していたことから、錨泊後から１１時４５分の間に

おいて、船長が落水したものと考えられる。 

本船は、船外機がチルトアップされ、船首から出

したアンカーロープが船外機のプロペラに絡んだ状

態で錨泊していたことから、船長が、プロペラに絡

んだアンカーロープを取り外す作業中に落水した可

能性があると考えられるが、落水に至った状況を明

らかにすることはできなかった。 

船長は、落水して溺水したものと考えられるが、

溺水に至った状況を明らかにすることはできなかっ

た。 

原因  本事故は、本船が黒島漁港内において錨泊後、船長が、船外機のプロペ

ラに絡んだアンカーロープを取り外す作業中、落水したことにより発生し

た可能性があると考えられる。 

参考 

 

 

 

 今後の同種事故等による被害の軽減に役立つ事項として、次のことが考

えられる。 

 ・救命胴衣を着用すること。 

 ・防水型携帯電話を常に携帯し、落水した際の連絡手段を確保しておく

ことが望ましい。 

 




